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お知らせ

国
民
年
金
保
険
料
は

口
座
振
替
が
お
得
で
す

お知らせ
秋
の
交
通
安
全
運
動
が
開
催
さ
れ
ま
す

　

9
月
21
日
か
ら
30
日
ま
で
の
10

日
間
、
全
国
一
斉
に
秋
の
交
通
安

全
運
動
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
町
内
で
の
車
の

事
故
や
、
町
外
で
七
ヶ
宿
町
民
が

事
故
に
遭
い
、
ケ
ガ
を
し
た
り
命

を
落
と
し
た
り
す
る
事
例
が
増
え

て
い
ま
す
。
日
常
生
活
に
お
い
て

目
に
見
え
な
い
危
険
は
数
多
く
あ

り
ま
す
が
、
命
は
一
つ
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
交
通
事
故
だ
け
に
限
ら

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な
る
と
、

保
険
料
が
自
動
的
に
引
き
落
と
さ

れ
る
の
で
、
金
融
機
関
な
ど
に
行

く
手
間
が
省
け
る
う
え
、
納
め
忘

れ
も
な
く
と
て
も
便
利
で
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
は
、
当
月

分
保
険
料
を
当
月
末
に
引
き
落
と

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り

月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早
割
制
度

や
、
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
額
が

多
い
６
か
月
前
納
・
１
年
前
納
も

あ
り
、
大
変
お
得
で
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

納
付
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、

金
融
機
関
届
出
印
を
ご
持
参
の
う

え
、
ご
希
望
の
金
融
機
関
ま
た
は

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る

「
り
災
証
明
」等
の
申
請
に
つ
い
て

　

り
災
証
明
書
及
び
被
災
証
明
書

（
高
速
道
路
無
料
通
行
用
も
含
む
）

の
申
請
受
付
期
間
は
次
の
通
り
と

な
り
ま
す
。
も
う
一
度
、
地
震
に

よ
る
被
害
を
確
認
し
、
り
災
証
明

書
等
の
交
付
が
必
要
な
方
は
、
申

請
手
続
を
行
っ
て
下
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

　

平
成
23
年
9
月
30
日
（
金
）
ま

で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
請
窓
口　

総
務
課

お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課

　

防
災
担
当　

秋
葉
・
三
上

　

☎
３
７

－

２
１
１
１

労
働
保
険
料
等
の
免
除
の
特
例
に
つ
い
て

　

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
に
よ

り
被
災
さ
れ
た
事
業
主
の
方
は
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、

労
働
保
険
料
等
の
免
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

免
除
の
要
件

・ 

3
月
11
日
に
特
定
被
災
区
域（
宮

城
県
は
全
域
が
該
当
）
に
所
在

し
て
い
る
こ
と
。

・ 

大
震
災
に
よ
り
損
壊
等
の
被
害

が
生
じ
る
等
に
よ
り
休
業
又
は

事
業
活
動
を
縮
小
し
て
い
る
こ

と
。

・ 

大
震
災
発
生
前
の
直
近
の
賃
金

支
払
月
の
労
働
者
一
人
当
た
り

の
賃
金
額
と
比
べ
て
、
労
働
者

一
人
当
た
り
の
1
ヶ
月
間
の
賃

金
額
が
2
分
の
1
未
満
に
な
っ

て
い
る
こ
と
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

詳
し
く
は
宮
城
労
働
局
労
働
保

険
徴
収
課
（
０
２
２

－

２
９
９

－

８
８
４
２
）
又
は
管
轄
の
労
働
基

準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。

第
19
回
宮
城
シ
ニ
ア
美
術
展
作
品
募
集

募
集
対
象

　

日
本
画
・
洋
画
・
書
・
写
真
・

工
芸
の
5
部
門

テ
ー
マ　

自
由

応
募
資
格

　

県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
ア
マ

チ
ュ
ア
の
方

出
典
申
込
料

　

1
作
品
５
０
０
円
（
出
展
は
各

部
門
一
人
1
点
）

申
込
期
間

　

平
成
23
年
7
月
1
日
（
金
）
～

10
月
20
日
（
木
）

展
示
会
場

　

宮
城
県
美
術
館　

県
民
ギ
ャ
ラ

リ
ー

展
示
期
間

　

平
成
23
年
12
月
1
日
（
木
）
～

12
月
4
日
（
日
）
※
入
場
無
料

審
査

　

各
部
門
専
任
審
査
員
が
審
査
し

ま
す
。（
表
彰
あ
り
）

　

入
賞
作
品
は
、
平
成
24
年
開
催

予
定
の「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
宮
城
・

仙
台
２
０
１
２
」
美
術
展
部
門
へ

出
展
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

い
き
が
い
健
康
課

　

☎
０
２
２

－

２
２
３

－

１
１
７
１
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全
国
一
斉「
高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」強
化
週
間

　

仙
台
法
務
局
、
管
内
各
支
局
及

び
宮
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

で
は
、
９
月
５
日
（
月
）
か
ら
11

日
（
日
）
ま
で
、
全
国
一
斉
「
高

齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん
し
ん

相
談
」
強
化
週
間
と
定
め
て
、
全

国
共
通
人
権
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

に
よ
り
電
話
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。

　

高
齢
者
・
障
害
の
あ
る
人
を
め

ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、

仙
台
法
務
局
及
び
管
内
各
支
局
の

人
権
擁
護
委
員
及
び
法
務
局
職
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
悩
ま
ず
電

話
を
し
て
下
さ
い
。

　

開
設
時
間
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

●
仙
台
法
務
局
の
受
付
時
間

　

９
月
５
日
（
月
）
～ 

９
日
（
金
）

　

午
前　

８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

９
月
10
日
（
土
）・
11
日
（
日
）

　

午
前
10
時
00
分
～
午
後
５
時

●
仙
台
法
務
局
管
内
各
支
局
の
受
付

　

９
月
５
日
（
月
）
～ 

９
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

相
談
は
無
料
で
、
予
約
は
不
要

で
す
。
秘
密
は
堅
く
守
り
ま
す
。

　

電
話
番
号
は
全
国
共
通
人
権
相

ず
、
こ
れ
を
機
に
も
う
一
度
身
の

回
り
の
安
全
を
見
直
し
、
自
分
や

自
分
の
大
切
な
人
を
守
り
ま
し
ょ

う
。

○
守
ろ
う
交
通
ル
ー
ル

　

高
め
よ
う
交
通
マ
ナ
ー

お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
企
画
係

　

担
当　

羽
隅

　

☎
３
７

－

２
１
９
４

年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
下
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４

－

５
１

－

３
１
１
２

談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０

－

０
０
３

－

１
１
０

（
ゼ
ロ
ゼ
ロ　

み
ん
な
の
１
１
０

番
）　

で
す
。

　

事
前
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

０
２
２

－

２
２
５

－

５
７
４
３　

仙
台
法
務
局
人
権
擁
護
部
ま
で
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

洗
濯
機
で
指
を
ケ
ガ
す
る
事

故
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い

　

洗
濯
槽
が
完
全
に
止
ま
る
前
に

洗
濯
物
を
取
り
出
そ
う
と
し
て
衣

類
が
指
に
絡
ま
り
、
指
を
切
断
す

る
な
ど
の
大
ケ
ガ
を
負
う
事
故
が

起
き
て
い
ま
す
。
た
と
え
ゆ
っ
く

り
と
し
た
回
転
で
も
危
険
で
す
の

で
、
洗
濯
槽
が
確
実
に
停
止
し
て

か
ら
洗
濯
物
を
取
り
出
し
て
下
さ

い
。

一
般
社
団
法
人 

日
本
電
機
工
業

会 

会
員
会
社 

お
問
い
合
わ
せ
先
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☎
０
１
２
０

－

８
１
３

－

０
２
３

㈱
三
洋
電
機

　

☎
０
２
７
６

－

６
１

－

９
８
２
６

㈱
シ
ャ
ー
プ

　

☎
０
１
２
０

－

０
７
８

－

１
７
８

㈱
東
芝
ホ
ー
ム
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　

☎
０
１
２
０

－

５
８
４

－

４
８
８

㈱
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

　

☎
０
１
２
０

－

８
７
１

－
３
５
３

㈱
日
立
ア
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　

☎
０
１
２
０

－
３
１
２
１

－

１
１

㈱
三
菱
電
機

　

☎
０
１
２
０

－

１
３
９

－

３
６
５

受
付
時
間

　

9
時
～
17
時
（
土
日
祝
日
は
除

く
）　
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